
    ■「岐阜県教育委員会障がい者活躍推進計画」に基づく令和６年度の取組状況等
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　新規／

   拡充／

継続

項目 取組事項 令和６年度　実績 令和７年度　取組方針

継続 (1) 障害者雇用推進者

障害者雇用推進者（副教育長）のもと、岐阜県教育委員会障がい

者活躍推進計画（以下「計画」という。）に基づく取組を着実に

進めます。

継続 (2)
「障がい者活躍推進チー

ム」の設置

障害者雇用推進者、教育委員会の関係課長、県立学校などの代表

及び障がいのある職員で構成する「障がい者活躍推進チーム」を設

置し、計画の実施状況のフォローアップ等を行います。

継続 (3)
「障がい者雇用連絡会

議」の強化

既存の委員（知事部局、教育委員会及び警察本部の人事担当課

長）に、新たに、各種委員会等の人事担当課長を加え、障がいの

ある職員が働きやすく、継続して勤務できる職場環境づくりに向け

た連携を進めます。

障がい者雇用連絡会議（担当者会議）におい

て、合同研修会の開催内容を議論するととも

に、障害者雇用促進法の改正や定年年齢の引上

げの影響等について、情報共有を行いました。

引き続き、障がいのある職員が働きやすく、継

続して勤務できる職場環境づくりに向けた連携

を図ります。

継続 (4)
「障害者総括相談員」の

活用

教育委員会事務局や県立学校など、訪問相談を実施し、相談支援

体制を充実させます。

【電話・メール等による相談】

・電話やメールにより、障がいのある職員や障

がいのある職員を雇用している所属の担当者か

らの相談に対応しました。

【訪問相談】

・電話やメール等で相談のあった県立学校等へ

相談後のフォローアップのため、現地を訪問し

て面談等を行いました。

・近隣の県立学校への巡回相談を行い、働きぶ

りを確認したり、悩みがないか聞き取りを実施

しました。

【相談件数】

・業務の運営にかかる相談 16件

・様々な悩みなどの相談　 34件

【障害者総括相談員のＰＲ】

・広く活用していただけるよう通知（以下「活

用通知」という。）を発出。（R6.4）

・障がい者雇用に関する通知を発出する機会

に、活用通知を添付しＰＲしました。

【各種相談】

・引き続き、各種相談の支援体制の充実を進め

ます。

【障害者職業生活相談員との連携】

・障がいのある職員を５人以上雇用している所

属には「障害者職業生活相談員」を設置してい

ます。これらの相談員が、より「障害者総括相

談員」に相談しやすい体制となるよう、連携を

密にし、情報共有を図ります。

【就労支援オフィス支援員との連携】

・各地域に点在する特別支援学校就労支援オ

フィスに常駐する支援員との連携を密にし、情

報共有を図ります。

継続 (5) 担当職員による巡回訪問

障がい者が働く所属へ教育委員会の担当職員が巡回訪問し、直

接、本人や所属職員から相談等を聞き取り、職場改善を図ってま

いります。

・【一部再掲】総括相談員と教育委員会の担当

職員が、障がい者が勤務する職場を訪問し、本

人や所属職員から働きぶりを確認したり、悩み

がないか聞き取りを実施しました。

 6所属　16名

引き続き、障がいのある職員が勤務している職

場を訪問し、勤務状況や要望などの聞き取りを

行います。

【計画目標】　計画期間の最終年度における障がい者雇用率 ２．７０％（令和６年６月１日時点における雇用率）

【現　　状】　令和６年度の障がい者雇用率 （教育委員会）２．６４％（令和６年６月１日時点における雇用率）

　推進体制の整備

障害者雇用推進者のもと、引き続き、計画に基

づく取組を着実に進めるとともに、「障がい者

活躍推進チーム」による計画の実施状況に係る

フォローアップを実施します。

　　　                    ※令和6年10月1日時点において、令和6年6月1時点の不足人数の7人を超える10人を追加採用しました。

・障害者雇用推進者のもと「障がい者活躍推進

チーム会議」において計画の実施状況のフォ

ローアップ等を行いました。

・また、障がい者活躍推進チーム会議の事前会

議として、障がいのある職員から直接、計画の

実施状況についてヒアリングを行いました。

ー1ー



2

　新規／

   拡充／

継続

項目 取組事項 令和６年度　実績 令和７年度　取組方針

継続 (1)
面談等を通じた障がいの

特性等の認識共有

期首面談など定期的な面談を通じ、障がいの特性やスキル、得意

分野や希望など、職員本人と職場との間で認識を共有し、業務と

のマッチングに繋げます。

・障がいのある職員を対象としたアンケートに

おいて「現在の仕事内容の満足度」に対して

「満足している」「どちらかと言えば満足して

いる」との回答は92.6％となっています。

・階層別研修「新任課長級研修」において、面

談等を通じた障がい特性等の認識共有の重要性

について周知しました。

・障がい者雇用合同研修会において「配慮希望

事項等共有シート」の活用を周知しました。

・引き続き、階層別研修「新任課長級研修」に

おいて面談等を通じた障がい特性等の認識共有

の重要性について周知します。

・「配慮希望事項等共有シート」の周知を図る

とともに、実際の活用に当たっての意見等を収

集し、内容の改善に取り組みます。

継続 (2)
「障害者総括相談員」の

活用

障害者総括相談員が、必要に応じて、業務に関する作業手順書の

作成・活用等に関する助言を行います。

障害者総括相談員が、業務に関する作業手順や

業務支援の方法など、障がいの特性に応じた助

言を行いました。

作業手順書の作成・活用を含め、引き続き、障

がい特性に応じた業務の遂行方法全般に関する

助言を行います。

また、多くの人が相談しやすい環境となるよ

う、障害者総括相談員のPRも含めて、より多く

の所属へ巡回相談を行います。

継続 (3)
業務の創出に向けた調査

の実施

障がいのある職員に適した業務の掘り起こしや複数作業の組み合わ

せによる新規業務の創出のため、教育委員会事務局や県立学校な

どに調査を行います。

障がいのある職員を雇用している全所属に対し

て、どのような業務や配慮を行っているか調査

し、情報共有しました。（R6.11）

引き続き、当該照会を通じた業務の掘り起こし

を進めるとともに、これらの業務を組合せるこ

となどにより、新たな業務の創出を図ります。

3

　新規／

   拡充／

継続

項目 取組事項 令和６年度　実績 令和７年度　取組方針

継続 (1)
障がいに関する理解促

進、啓発のための研修

研修会の実施を通じ、障がいの特性の理解やサポートに係る職員

の理解促進等に繋げます。

動画配信形式を活用した「障がい者雇用合同研

修会」を実施し、合理的配慮事例や障がい者の

心理について外部講師を招き講義しました。

（R7.1.6～1.31）［視聴通知先：100所属／アン

ケート回答：218］

・引き続き、研修会の実施を通じ、障がい特性

の理解やサポートに係る職員の理解促進等に繋

げます。

・各所属等で実施する合理的配慮取扱事例を共

有し、職場環境の改善に努めます。

継続 (2)

障がいに関する理解促進

等に関するマニュアルの活

用

「障がい者雇用に関するQ＆A」や「障がいのある方への配慮マ

ニュアル」を活用し、障がいの特性を理解したうえで適切な配慮の

実施等に繋げます。

・「配慮希望事項等共有シート」の活用を合同

研修会等において周知しました。

・「障がい者雇用に関するQ＆A」を改訂し周知

しました。

各マニュアルの内容を適宜更新し、各所属にお

ける適切な配慮の実施等に繋げます。

継続 (3)

セミナー、講習会、「精

神障害者しごとサポー

ター養成講座」等への参

加支援

各所属の人事担当者や障害者総括相談員及び障害者職業生活相談

員に対して、外部セミナー等の研修会への参加を促します。

「障害者職業生活相談員」資格認定講習（オン

ライン）の積極的な受講について周知しまし

た。（R6.6）

職場における相談支援体制の充実を図るため、

引き続き「障害者職業生活相談員資格認定講

習」の修了者の増員を図るとともに、相談支援

スキルの向上を目的とする研修等の参加を促し

ます。

　職務の選定

　環境整備・サポート体制

（１）

職場環境
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継続 (4)

定期的な面談等を通じた

必要な配慮の把握と継続

的に必要な措置の実施

期首面談などの定期的な面談を通じ、本人の障がいの特性に応じ

た配慮を把握し、個別具体的な措置を講じていきます。

・各所属における面談の実施を通じ、障がいの

特性に応じた配慮の把握と個別具体的な措置を

進めており、障害のある職員を対象としたアン

ケートにおいて「障がいに対する職場の十分な

理解、適切な配慮」に対して「ある」「どちら

かと言えばある」との回答が全体の96.6%となっ

ています。

・合同研修会で「配慮希望事項等共有シート」

の活用を周知しました。

・引き続き、期首面談などの定期的な面談を通

じ、本人の障がいの特性に応じた配慮を把握

し、個別具体的な措置を講じていきます。

・「配慮希望事項等共有シート」の周知を図る

とともに、定期的な面談等での活用を通じた意

見等を収集し、内容の改善に取り組みます。

（再掲：「２　職務の選定」－「(1)面談等を通

じた障がいの特性等の認識共有」）

継続 (5)
所属等の人事担当者によ

る相談

障がいのある職員の一番身近な支援担当者として、各所属又は教育

委員会事務局担当職員が、必要に応じて面談等を行うとともに、

解決に向けて、障害者総括相談員と連携を図ります。

・期首面談等の定期面談の他、人事担当者が定

期又は不定期に面談を行い、障がいのある職員

の体調や業務進捗などを把握する取組みが各所

属で実施されています。

・また、人事担当者が直接、障害者総括相談員

に相談を行うなど、連携が進んでいます。

各所属等の人事担当者による相談の重要性につ

いて理解を深めるとともに、継続的な相談案件

については障害者総括相談員がサポートするこ

とで、一層の連携を図ります。

新規 (6)

【第２期計画】

所属等の人事担当者によ

る相談

「障がい者雇用に関するQ＆A」（教育委員会）の活用により、障

がい特性の理解や振り返り型の評価を行うなど適切な業務目標の

設定に取り組みます。

マニュアルを活用し、各所属における適切な配

慮の実施等に繋げます。

継続 (7) 多様な相談先との連携

健康管理医やメンタルヘルス相談員のほか、地域の就労支援機関

や労働局、公共職業安定所などの外部の多様な相談先との連携を

図り、様々な相談に対応できる体制を構築します。

地域の就労支援機関や労働局、国及び県立のハ

ローワークとの連携を図り、障がいのある職員

本人の支援や相談に加え、採用手続や合理的配

慮の提供方法など、障がいのある職員が安心し

て働くことのできる環境づくり全般に関して連

携を進めました。

拡充 (7)
【第２期計画】

多様な相談先との連携

産業医やメンタルヘルス相談員のほか、地域の就労支援機関や労

働局、公共 職業安定所などの外部の多様な相談先との連携を図

り、様々な相談に対応で きる体制を構築します。また、本人が希

望する場合には、「配慮希望事項等共有シート」の活用等により

地域の就労支援機関や医療機関などと情報共有し適切な支援や配慮

を講じます。

必要に応じて、障害者職業生活相談員や障害者

総括相談員が各所属の実情に応じた相談先を提

案・紹介するなどし、所属単位での連携の構築

を後押しします。

継続 (8)
障がいに配慮した施設の

整備等
安心して利用できる施設の整備に取り組みます。

・県庁舎では、ユニバーサルトイレを各階に1カ

所以上設置しているほか、障がいのある職員の

声を聞きながら、柔軟な運用を行っています。

・その他の県有施設においては、「岐阜県公共

施設等総合管理基本方針」及びこれを受けた

「岐阜県県有建物長寿命化計画」に基づき、バ

リアフリートイレの改修や和式トイレの洋式化

等を進めました。

施設の整備に取り組むとともに、引き続き、休

憩スペースの確保など、職場単位で取り組むこ

とのできる環境の整備を進めます。

（１）

職場環境
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継続 (9)

障がいの特性に応じた就

労支援機器（筆談支援機

器等）の導入

障がいの特性に応じ、業務の遂行に必要な機器の調達を検討しま

す。

PC用の大きなモニターを設置し、文字が見やす

い環境を整備しました。

障がいの特性に応じたニーズを把握しながら、

就労支援機器の導入について、必要に応じて、

関係所属との調整を進めます。

継続 (1) 採用試験の広報

近隣県の大学・短期大学、県内の高等学校及び特別支援学校等

に、障がい者を対象とした教職員採用試験を案内するなど、障が

いのある人が必要な情報を得られるよう対応します。

地元大学及び県立学校にメール又は郵送で採用

試験案内を送付しました。

引き続き、地元大学及び県立学校への周知に努

めます。

継続 (2) 募集案内時の対応

募集案内の県HP掲載に当たっては、ウェブアクセシビリティを確

保するとともに、ハローワーク等を通じた募集を行うなど、障が

い者が必要な情報を得られやすい募集に取り組みます。

障がい者を対象とした会計年度任用職員の募集

に当たっては、HP掲載時におけるウェブアクセ

シビリティの確保はもちろん、募集所属におけ

るハローワークへの求人手続を必須とし、必要

な情報を障がい者が得られやすい募集としまし

た。

障がい者が必要な情報を得られやすい募集に取

り組むとともに、採用申込における不安感を可

能な限り取り除くことができるよう、ハロー

ワークと連携した募集に取り組みます。

継続 (3) 採用試験時の対応

点字、音声読み上げソフトの使用や手話通訳員を配置しての出題、

口述試験時の就労支援機関等職員の同席を可能とするなどの合理的

配慮の提供に取り組みます。

「取組事項」に掲げる合理的配慮の提供に取り

組みました。

引き続き、受験者の配慮事項を確認の上、採用

試験の対応における取組を実施します。

継続 (4)

　　　【再掲】

障がいに関する理解促進

等に関するマニュアルの活

用

「障がい者雇用に関するQ＆A」や「障がいのある方への配慮マ

ニュアル」を活用し、障がい特性を理解したうえでの適切な配慮の

実施等に繋げます。【再掲：（１）職場環境（２）「障がいに関

する理解促進等に関するマニュアルの活用」】

「障がい者雇用に関するQ＆A」を活用し、障が

い特性の理解と適切な配慮の実施に繋げまし

た。

募集・採用面における適切な配慮の実施を確保

するため、引き続きマニュアルを活用するとと

もに、必要に応じて所属ごとの個別相談に対応

することで、適切な募集・採用手続のノウハウ

を広めます。

継続 (5)

一般就労を希望する障がいのある方に対する就労の場を確保すると

ともに、一般就労へのステップアップ等キャリアアップに向けた支

援に取り組みます。

継続 (6)
障がい者を対象とした合同面接会に参加するなど、多様なツール

を用いて採用の機会を確保します。

継続 (7) 実習選考を通じ、オフィスにおける業務のマッチングに繋げます。

継続 (8)
特別支援学校等の生徒を対象に職場実習を実施し、行政の職場を

知ってもらう機会を確保します。

継続 (1)
障がいの特性等を踏まえ

た人事配置

定期的な面談を通じ、障がいの特性や能力、希望等を把握したう

えで、適切な配置となるよう努めます。

各所属における面談を通じ、障がいの特性や能

力、希望等を把握したうえで、適切な配置とな

るよう努めるとともに、各所属においては、障

がい特性に応じた分掌事務の見直しを行うな

ど、その特性等を踏まえた人事配置に取り組ん

でいます。

引き続き、障がいの特性等を踏まえた人事配置

に取り組みます。

（１）

職場環境

（３）

働き方

（２）

募集・採用

「障がい者就労オフィ

ス」「特別支援学校就労

支援オフィス」における

取組の充実

・障がいのある卒業生等26名をスタッフとして

雇用。（R7.3）11名の退職者のうち、7名のス

タッフが民間企業や県立学校の校務補助員等へ

就職しました。

・11名の支援員を配置し、就労支援を行ってい

ます。

・障がい者を対象とした合同面接会（1/31）に

参加するとともに、ハローワークや就労支援機

関との情報共有を行い、採用の機会の確保につ

なげました。

・採用申込者と業務内容とのマッチングを確認

するため、選考面接の前にあらかじめ実際の仕

事を体験してもらいました。

引き続き、就労の場の提供と就労に必要な能力

等の養成支援に取り組みます。
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継続 (2) 各種休暇の取得促進
治療と仕事の両立に向け、障がいの程度や状況に応じた休暇が安

心して取得できるよう、職場全体で各種休暇の取得を促進します。

・障がいのある職員が定期的な通院を必要とす

る場合、職場がその通院時期や回数などの情報

を共有することで、職員が安心して休暇を取得

できるよう取り組んでいます。

・合同研修会において、会計年度任用職員の休

暇制度について周知しました。

引き続き、職場全体で各種休暇の取得を促進し

ます。

継続 (3) 定着率の向上
不本意な離職者を極力生じさせないようにすることで、定着率の

向上を図ります。

・R6.6.1時点の職員のうち、R6年度末時点まで

に離職した会計年度任用職員は23名でした。

・このうち、任期満了以外（病気、転職等）の

理由により離職した者は12名で、不本意な離職

（職場環境等を理由とした離職）はありません

でした。

職場環境等を理由とした不本意な離職者を極力

生じさせないよう職場環境の整備を引き続き進

めます。

新規 (4)
【第２期計画】

テレワークの活用

業務効率や県民サービスの低下につながらないことを前提に、在

宅勤務の活用を周知します。

研修会の実施を通じ、各所属での活用を周知し

ます。

新規 (5)
【第２期計画】

研修等への参加
職員研修を通じ職員のスキルアップに取り組みます。

職員研修を通じ障がいのある職員のスキルアッ

プに取り組みます。

4

　新規／

   拡充／

継続

項目 取組事項 令和６年度　実績 令和７年度　取組方針

継続 (1)
障害者優先調達推進方針

に基づく調達

毎年度策定する「岐阜県障害者優先調達推進方針」に基づく取組

を進めるとともに、中長期的な観点から調達内容の充実に資する

取組を進めます。

R6年度は92,400千円を調達目標として取組を進

めています。

（R5年度の調達実績（96,312千円)）

（R6年度実績はR7.8頃に別途公表）

R6年度実績を踏まえ、引き続き、中長期的な観

点から調達内容の充実に資する取組を進めま

す。

継続 (2)
「ハート購入制度」に基

づく調達

県独自の「ハート購入制度」を活用した調達について、中長期的

な観点から調達内容の充実に資する取組を進めます。

障害者雇用努力企業、在宅就業支援団体及び特

例子会社を対象とするR6年度の発注見通し金額

を22,791千円（前年度比+5,375千円）と設定

し、取組を進めています。（R6年度実績はR7.8

頃に別途公表）

R6年度実績を踏まえ、引き続き、中長期的な観

点から調達内容の充実に資する取組を進めま

す。

継続 (3)
障がい者雇用に取り組む

事業者の評価

プロポーザル方式などを用いた発注事業の評価において、障がい者

雇用に取り組む事業者への加点を推奨します。

プロポーザル方式による事業発注に当たり、

SDGs達成に向けた社会面の取組みとして「障が

い者雇用」に取り組んでいる事業者への加点を

推奨し、多くの事業において評価項目として採

用されています。

民間における障がい者の活躍を促進するため、

引き続き、各所属に、プロポーザル方式による

事業発注において、障がい者雇用に取り組む事

業者への加点を推奨します。

　優先調達

（３）

働き方
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